
65～74歳 75歳以上

自己負担
2,500円

自己負担
なし

自己負担
3,500円

自己負担
なし

　【荒川区のワクチン接種費用状況】

6か月～15歳 16～64歳
（定期接種の対象）

※60～64歳で内部機能障害がある、障害者手帳１級などの方は「65～74歳」と同様

接種費用のうち2,000円
の助成あり（自己負担

1,000～2,000円くらい）

全額自己負担
（4,000～5,000

円くらい）

10/1～翌１/31まで
インフル
エンザ

新型コロナ
全額自己負担

（1.5万～2万円くらい）

10/1～翌３/31まで

今冬のインフルエンザ、新型コロナのワクチン接種費用について、区が75
歳以上の無料化を提案。また、待たれていた子どものインフルエンザワクチ
ン助成も新たに開始します。
65歳以上の方がインフルエンザワクチンを受ける場合、区の助成があり接
種費用は「自己負担2,500円」でしたが、今期から新たに「75歳以上の全額助成」実施へ。
すでに13区で無料化を実施しており、「65歳以上」が６区・「75歳以上」は５区です。
新型コロナワクチンは「65～74歳」は自己負担3,500円で上回る分を助成、「75歳以上」
は無料化します。

対象の方へは９月
20日(金)以降に順次、
ワクチン予診票が届きます。10月開始でインフルエンザは「翌１月31日まで」、新型コ
ロナは「翌３月31日まで」となり、期間を過ぎると助成が受けられなくなりますのでご
注意ください。

生後６か月～15歳までの子どもについて、インフルエンザワクチンの
費用を１回あたり2,000円助成します。13歳未満は２回・13～15歳は１回です。申請は不
要で、希望する場合は直接医療機関へ行き2,000円引きの金額を支払います。区ホームペー
ジには９月中に掲載予定ですが、必要な情報がいき渡るよう周知の徹底が求められます。

これまで、リスクの高い高齢者や費用負担が大きい子どもへ
のワクチン接種費用の助成を求める署名に取り組み、区民のみ

なさんといっしょに区に要望してきました。さらに、65歳以上の高齢者無料化や子ども
の助成額引き上げなど助成拡充を求めていきます。
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南千住レポート
区議団控え室 荒川区荒川2-2-3区役所内5階 ☎:3802-4627

FAX：3806-9246／✉:arajcp@tcn-catv.ne.jp
相馬ゆうこ事務所 荒川区南千住5-1-6・2階

☎・FAX:3807-4192
・HP→

・X(旧ツイッター) @m1010_yuko
・araken-nan.jugem.jp

まちづくり、
くらしの情報
を届けます

mailto:arajcp@tcn-catv.ne.jp


。

。 ご要望やご相談などは随時ご連絡ください。事務所での定例法律相談は、

毎月第２木曜18時から。平日の午後に法律事務所（北千住）でも可能です。

お名前、電話番号等を下記の留守番電話に録音して下さい。

相馬ゆうこ事務所 南千住５－１－６－２階 ☎３８０７－４１９２

台風や突然の雷雨などが続き、道路やアンダーパスの
冠水が心配。南千住７丁目から２・３丁目を経て言問橋
に向かう都道464号（旧日光街道）のＪＲ常磐線・メトロ
日比谷線のアンダーパスに、冠水状況を検知する「冠水
検知器」と危険を知らせる「電光表示板」などの設置工

事が予定されています。
検知器がアンダーパス内部の冠水を検知し、入口に設置された電光表示
板に「冠水注意」が表示される仕組みですが、これまで設置されていなかっ

たことが驚き、迅速な整備を求めたい。
また、南千住駅南側のアンダーパス

も頻繁に冠水。補助33
1号線拡幅整備でさら
に掘り下げるだけに冠
水対策が必要です。
みなさん引き続き、

お気を付け下さい。

９月１日は関東大震災から101年目。
今年は関連する報道が少なかったよう
に思います。
元日の能登半島地震の被災地では８
か月経った今もなお復興がすすまず、
国の対応の遅れがもどかしい。そこに
住む人のくらしをどう取り戻していく
のか、コスパ優先では図れないものが
あると感じます。

↑大震災当時の南千住のようす。上は「岩佐病院付近」、下は「南千住町停車場入り口付近」。

「住むにも家が無く、着るにも服が無く、食べるにも食料が無く悲惨を極める」と記されています。
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【区民住宅の入居率】

多子世帯の

助成開始

近居支援

を開始

エッセンシャル

ワーカーへの

助成を開始

12,953 70.0%

民間 3,745 20.3%

公営 303 1.6%

UR・公社 567 3.1%

社宅 552 3.0%

295 1.6%

67 0.4%

18,482 100%

【区内の20～50代の
　　夫婦＋子ども世帯の住宅】

※2020年国勢調査より

間借り

その他

賃
貸

持ち家

計

町屋５丁目にある「区民住宅」をご存じでしょうか。
中堅所得層向けの公的住宅として国の「特定優良賃貸住宅

（通称・特優賃）」助成制度を利用して、1998年に荒川区と東
京都が建築したツインシティの１棟が「区立」の住宅です。
「特優賃」住宅は当時、民間借上げも含め４か所設置されまし
たが、高家賃で空室が目立ち現在は町屋５丁目の１か所のみに。

「特優賃」制度では、入居者の所得に応じ
た家賃補助がありますが、補助は年々減少し、

20年後に相場家賃になる仕組みでした。入居開始から30年が経
ち、現在は家賃補助は終了。民間賃貸住宅では築年数が経過す
ると家賃が下がる傾向で
すが、区民住宅では家賃

が高止まりして入居者が減少し、入居率は６～７
割台にとどまっていました。

区は入居率を上げるため、20
11年から「子ども３人以上の多

子世帯に２万円」の家賃助成を開始。15年に「区
民住宅入居で子育て世帯とその親
世帯が近居になる場合」に同額の
助成、22年に「保育、介護、医療
などに従事する方」への助成も開始。併用も可能で、現在入居している
112戸のうち約４割の45世帯が助成を利用し、そのうち５世帯が２つの
助成を併用。入居率は昨年度98％まであがっています。

区内の20～50代の夫婦と子ども
世帯は70％が持ち家で、「民間賃

貸」は20％、「公営住宅」や「ＵＲ・公社」は約５％で
す。自民党政府は住宅ローン減税と持ち家制度をすすめ
てきましたが、住宅費の負担が子どもをもうひとり産む
ことを諦める一因でもあり、少子化対策のためにも公的
住宅増設と家賃助成の拡充が必要ではないでしょうか。

今後、高齢化と人口減少によ
り、都市でも地方でも空き家の

増大が危惧され、持ち家政策の再検討も必要です。
低所得の子育て世帯や多子世帯への支援とともに、ヨー

ロッパのように低所得者や高齢者向けの公的住宅整備が不
可欠です。大規模再開発や市場任せではなく、「住まいは
人権」の基本に立った住宅政策にきりかえたい。
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ＪＲ田端駅北口から徒歩５分、20席の小さな映画館
「シネマ・チュプキ・タバタ」で、高校生～22歳以下の
方が無料で映画を観賞できる取り組みを行っています。
「シネマ・チュプキ・タバタ」は９月１日で８周年を
迎える「ユニバーサルシアター」。常時、日本語字幕付
き上映を行い、全席に音声ガイドや本編の音の増幅がで
きるイヤホンジャックを搭載、完全防音の親子鑑賞室や
車椅子スペースの設置など、どんな人も一緒に映画を楽
しめるよう工夫されています。

お客さんは１日60人ほどですが若者は少なく、シアター代表は
「若者に、見知らぬ人同士が映画館に集って鑑賞の楽しみを共有す

る体験をしてほしい」と、「ギフトチケット」の販売を実施。１口1,000円のギフトチ
ケットを購入すると、その分、高校生～22歳以下の方が無料で１回映画を見ることがで

きる、というしくみです。
７月27日～８月27日までの１か月間で153
枚を販売、９月１日から無料観賞がはじまっ
ています。「ギフトチケットで映画を観た
い」という方は、当日、受付で申し出て年
齢の分かるものを提示するだけ。ただし、

観賞後に感想を寄せることが条件とのこと。ホームページにはすでに10件
ほど感想が寄せられていました。今週・来週は「大好き～奈緒ちゃんとお
母さんの50年～」「トラペジウム」「ＷＡＬＫ ＵＰ」など上映。
文化・情報を発信する小さな地域の映画館のとりくみに注目です。

ご意見・ご質問頂きました ○「区役所のトイレに入ったら気分が悪くなって、どうしようかと困っ
ていました。緊急連絡ボタンとかあればいいのに」とご意見頂きました。緊急時は切実です。担当と相
談してみます。〇「小学校の指定の上履きが通気性がわるいので、検討してほしい」「お米を買いにスー
パーにいったら棚にはあったのですが、朝から並んでいて、手に入りませんでした」などなどいろいろ
ご意見やご要望などいただいています。先週はノロノロ台風に振りまわされ、気圧変化で
体調不良の方も多いようです。みなさん、気候変動のなかですが、お気を付けください。

・対象住宅…南千住二丁目、町屋五丁目、町屋七丁目、西尾久三丁目、西尾久七丁目
・単身用…１５人 ／ ２人世帯用…５世帯
・申込書配布…区役所１階総合案内、各区民事務所にて、９月20日(金)まで
・申込方法…郵送で下記まで、９月20日(金)消印有効。
〒116－8501 荒川区荒川２－２－３ 荒川区福祉部福祉推進課 まで


